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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年４月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和２年６月１７日 ０８時２０分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保
さ せ ぼ

市口木
く ち き

埼西南西方沖 

 佐世保港離レ灯標から真方位０４４°１,０２０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０６.０′ 東経１２９°４３.５′） 

事故の概要  漁船鈴
すず

栄
えい

丸は、活魚運搬船（船名なし）をえい
．．
航して北進中、鈴栄

丸が転覆した。 

 鈴栄丸は、機関の濡損等を生じた。 

事故調査の経過  令和２年６月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 鈴栄丸、４.６トン 

   ＮＳ３－５０４６５２（漁船登録番号）、株式会社吉永（Ａ

社） 

   １１.９５ｍ（Lr）×２.８０ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２２０.６５kＷ、昭和６０年５月 

   第２９２－３５１７２号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 活魚運搬船 （船名なし）、総トン数なし 

   なし、Ａ社 

   ２６.００ｍ×６.５０ｍ×３.８０ｍ、ＦＲＰ 

   機関なし、平成２７年９月（建造年月） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ３５歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成３０年３月２０日 

    免許証交付日 平成３０年３月２２日 

           （令和５年３月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 機関室及び操縦区画の各機器に濡損等（全損） 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２～３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、水温 約２３℃ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、作業員２人を乗せたＢ船をえい
．．
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航して引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、長崎県西海
さいかい

市巣喰
す く い

ノ
の

浦
うら

にある養殖施設の養殖筏
いかだ

にＢ船のいけす
．．．
から活魚を移し

た後、令和２年６月１７日０８時００分ごろ同県佐世保港内の高
たか

島南

西方沖の錨泊場所に向けて同施設を出発した。 

 Ａ船引船列は、長さ約５２ｍのえい
．．
航索（合成繊維製、直径２０

㎜）が、Ａ船の操縦区画後部の支柱とＢ船船首部のビットにそれぞれ

係止されていた。（図１参照） 

 

 

図１ Ａ船のＢ船えい
．．
航状況（イメージ） 

 

 Ａ船引船列は、巣喰ノ浦と口木埼の間に拡延する浅所の東側を航行

して口木埼西南西方沖を約７ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で北進中、船長Ａが小角度の右舵を取りながら、高島南西方沖

の錨泊場所に向けて徐々に右転を始めたところ、クルーザー型のプレ

ジャーボート（以下「第三船」という。）がＡ船の船首方約１００ｍ

のところを左舷側から右舷側に高速力で通過した。 

 Ａ船引船列は、同じ速力で小角度の右転を続けていたところ、第三

船が通過した後の波高１ｍ以上の引き波を左舷側前部に受け、Ａ船が

右舷船尾方に押されて前に進めず、船長Ａが左舵一杯としたものの、

Ｂ船が惰性で前進してＡ船の左舷側を通過し、緊張したえい
．．
航索によ

りＡ船が左舷側に横引きされる状況となった。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 横引きされたＡ船の状況（イメージ） 

 

 Ｂ船の作業員は、Ｂ船の右舷側でＡ船が左舷側に傾斜するのを認

め、えい
．．
航索をＢ船船首部のビットから放そうとしたが、えい

．．
航索が

緊張していて放せなかった。 

 Ａ船は、船長Ａが危険を感じて海に飛び込んだ直後、０８時２０分

ごろ左舷側に傾斜して一気に転覆した。 

 Ｂ船の作業員は、Ａ社の担当者に本事故の発生を連絡して救助を要

請し、えい
．．
航索が緩んだ際に、Ｂ船船首部のビットからえい

．．
航索を放

した。 

 船長Ａは、転覆したＡ船の船底に這
は

い上がっていたところ、来援し

Ａ船 

Ｂ船 

Ａ船 

Ｂ船 
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たＡ社の所有船に救助された。 

 Ａ船は、Ａ社の所有船にえい
．．
航されて佐世保港内の定係地に戻っ

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の操縦

区画付近、写真３ Ｂ船 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、平成３０年ごろＡ社に入社して小型船舶操縦免許を取得

した後、ふだんはＡ社で他の業務に従事していたが、人手が足りない

ときなどにＡ船に乗り組んでＢ船のえい
．．
航作業等を行っており、本事

故当時、えい
．．
航作業の経験が約５回目であった。 

 Ａ船引船列の喫水は、Ａ船が船首約０.２ｍ、船尾約１.０ｍで、Ｂ

船が船首尾共に約０.５ｍであった。 

 船長Ａは、本事故当時、固型式の救命胴衣を着用していた。 

 船長Ａは、左舷前方から接近する引き波を認めた際、これまで波高

１ｍ以上の引き波を受けた経験がなかったが、引き波を問題なく乗り

越えることができると思い、その後も小角度の右転を続けたものの、

引き波に対して船首を立てるように操船していれば、引き波を乗り越

えることができたのではないかと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船引船列は、口木埼西南西方沖を約７kn の速力で北進中、船長

Ａが小角度の右転を続けていたところ、波高１ｍ以上の引き波を左舷

側前部に受けたことから、Ａ船が右舷船尾方に押されて前進せず、Ｂ

船が惰性で前進してＡ船の左舷側を通過し、Ａ船が、緊張したえい
．．
航

索により横引きされ、左舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。 

 船長Ａは、左舷前方から接近する引き波を認めた際、これまで波高

１ｍ以上の引き波を受けた経験がなかったものの、引き波を問題なく

乗り越えることができると思い、その後も同じ速力で小角度の右転を

続けたことから、引き波を左舷側前部に受けたものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が口木埼西南西方沖を約７kn の速力で北進

中、船長Ａが小角度の右転を続けていたところ、波高１ｍ以上の引き

波を左舷側前部に受けたため、Ａ船が右舷船尾方に押されて前進せ

ず、Ｂ船が惰性で前進してＡ船の左舷側を通過し、Ａ船が、緊張した

えい
．．
航索により横引きされ、左舷側に傾斜して転覆したものと考えら

れる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・えい
．．
航船は、他船の引き波が接近する場合、引き波に対して船首

を立てるように操船すること。 
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 ・引船列の近くを航行する船舶は、減速するなどして自船の引き波

で引船列に影響を与えないように注意すること。 

 ・船長又は会社の担当者は、事故後、速やかに海上保安庁に事故の

発生を通報すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県 

佐賀県 

佐世保市 

西海市 

事故発生場所 
（令和２年６月１７日 
０８時２０分ごろ発生） 

西海市 巣喰ノ浦 

口木埼 

佐世保港 

佐世保市 

高島 

佐世保港離レ灯標 

錨泊場所 

Ａ船引船列 

予定進路 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の操縦区画付近 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操縦区画後部の支柱 

（本事故時は、半分程度の高さ） 

船首部のビット 


